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全 生 協  

酒販共済加入者の皆様へ

こんなときにご請求いただくと、共済金・見舞金が給付されます。こんなときにご請求いただくと、共済金・見舞金が給付されます。

　● エアコンの室外機の故障により出火して、自宅兼店舗の外壁等が焼損してしまった。

　● 調理中に天ぷら油から出火してしまい、内壁・天井等が焼損してしまった。

　● 台風により、瓦と樋が飛ばされて破損してしまった。（実損額6万円以上が給付対象となります）

　● 高潮により、玄関や店舗の一部が浸水してしまった。

　● 竜巻で給付を受けたが、同一年度内に雪害に見舞われた。（保障額に達するまで何回でも給付します）

　● 昨年度に祖父が亡くなり、年度更新時に健康状態に問題のない祖母が契約者となり、生命共済の保障対

　　象としたところ、契約6ヶ月後に祖母が老衰で亡くなった。（保障開始日から90日以内に既往症により

　　死亡したときは、給付されません。）

　● 自転車同士で衝突事故を起こし、骨折により5日間入院をしてしまった。

　● 地震により、建物と生活動産合わせて100万円以上の損害を受けた。

　● 大型トラックの接触衝突により、庇とベランダ部分に損害を受けた。

～給付の一例～～給付の一例～

共済内容等、詳しくはホームページをご覧ください。共済内容等、詳しくはホームページをご覧ください。 酒販生協ホーム 　　検索

組合員の皆様へ

　氏名や住所に変更が生じた場合は、至急、所属の組合または全国酒販生活協同組合までご連絡ください。

最高額10万円


